
令和元年10月１日改定 

体育館使用料 

施設使用料(営利又は宣伝を目的としない場合)                          (1時間当たり) 

使 用 区 分 
昼 間 夜 間 全 日 

9時～17時 17時～21時 9時～21時 

 (

␋
⏎
␝
⏌
␔
␢
⏴) 

第 

␺ 

競 

技 

場 

専用使用 
一般 1,150円 1,570円 1,040円 

高校生以下 590円 810円 530円 

部 

分 

使 

用 

バスケットボール又はバレーボ

ールコート1面につき 

一般 530円 670円 530円 

高校生以下 260円 330円 260円 

① バドミントンコート1面につき 

② 卓球台1台につき 

一般 260円 330円 260円 

高校生以下 120円 190円 120円 

その他のスポーツコート1面に

つき 

一般 670円 880円 670円 

高校生以下 330円 460円 330円 

 (

⏟
␀
⏌
␔
␢
⏴) 

第
␻
競
技
場 

専用使用 
一般 530円 670円 530円 

高校生以下 260円 330円 260円 

部
分
使
用 

① バドミントンコート1面につき 

② 卓球台1台につき 

一般 260円 330円 260円 

高校生以下 120円 190円 120円 

 ※照明ご使用のときは、使用料１灯３０円／時間が必要となります。(参考：ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ２灯、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ８灯) 

 ※入場料を徴収する場合、営利又は宣伝を目的とする場合は、別料金表になります。 

 

附帯設備及び備品使用料 

種   別 単   位 金   額 種   別 単   位 金   額 

会議室 １室１時間につき 220円 長机 １脚１回につき ２0円 

研修室 １室１時間につき 220円 椅子 １脚１回につき 10円 

放送設備 １式１回につき 670円 フロアシート １枚１回につき 60円 

※回数は、９時から１２時まで、１３時から１７時まで、１８時から２１時までをそれぞれ１回として計算する。 

 

 冷暖房料 

種   別 単   位 金   額 種   別 単   位 金   額 

第２競技場 １時間につき 2,200円 会議室 １時間につき 330円 

   研修室 １時間につき 330円 

１ 上表に掲げる時間帯以外の時間における使用料は、次に掲げる額とする。 

（１）午前９時前は、昼間の使用料の金額 

    （２）午後９時後は、夜間の使用料の金額 

  ２ 高校生以下と一般の混成は、一般とする。 

  ３ 消耗品は実費負担とする。 

備前市総合運動公園 


